
１．制度の活用状況

（１）本制度を活用した市町

・

（２）協定の締結状況

・ 取組協定数は176協定でした。

・ 集落協定は10市町、173協定で13協定が新たに取組を始めました。

・ 個別協定は２市、３協定で１協定が新たに取組を始めました。

（３）協定農用地の総面積

・ 令和３年度から14協定が取組を始め、協定締結面積は約198ha増加しました。

（４）体制整備単価と基礎単価の取組

・

※１

※２ 基礎単価…耕作放棄の発生防止活動等の農業生産活動等を継続するための活動のみに取り組ん
だ場合に交付される単価で、体制整備単価の8割の額。

令和３年度　中山間地域等直接支払制度の実施状況

第５期対策（R２～R６）の２年目となる令和３年度は、11市町2,289haで取組まれました。

（11市町・・・大津市、栗東市、甲賀市、湖南市、東近江市、日野町、愛荘町、多賀町、米
原市、長浜市、高島市）

図1-1　協定数の推移

体制整備単価…耕作放棄の発生防止活動等の農業生産活動等を継続するための活動に加えて、
地域の実情に即した体制整備のための前向きな活動（集落戦略の作成）に取り組む場合に交付され
る単価。

176協定のうち、体制整備単価（※１）で取組んだ協定は163協定、基礎単価（※２）で取組
んだ協定は13協定でした。
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表１　令和３年度の対象面積と協定面積

注１）湖南市、高島市の協定数欄の[　]は個別協定数で内数。

注２）滋賀県計の上段の（　）は令和２年度の数値。不整合は各項の四捨五入によるもの。

図1-2　各市町の協定面積、協定数割合
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２．協定農用地の地域区分別面積、地目別面積

・

・

・

田 畑
法指定
地域

田 畑
特認地
域

田 畑

443 443 237 237 207 207

40 40 40 40

505 457 48 232 184 48 273 273

7 7 7 7

119 119 57 57 62 62

33 33 33 33

58 58 58 58

53 53 53 53

191 191 191 191

235 235 151 151 84 84

606 606 415 415 191 191

(2,091) (2,043) (〃） (1,282) (1,234) (〃） (809) (809)

2,289 2,241 48 1,408 1,360 48 881 881

図2-1　各市町の協定面積（地域別）
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協定農用地の総面積2,289haのうち、

法指定地域の総面積は1,408ha（62％）、特認地域の総面積は881ha（38％）でした。

地目別では、田が2,241ha（98％）、畑が48ha（2％）でした。

傾斜別では、急傾斜が1,054ha（46％）、緩傾斜が1,235ha（54％）でした。
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表２－１　令和３年度における地目別・地域別の協定面積
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1)
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2)
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栗東市

甲賀市

注１）法指定地域とは「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域自立促進特別措置法」「離島振興法」「棚
田地域振興法」のいずれかに指定された地域
注２）特認地域とは、県知事が指定する自然的・経済的・社会的条件が不利な地域。
注３）滋賀県計の上段の（　）は令和２年度の数値。不整合は各項の四捨五入によるもの。
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急傾斜 緩傾斜
法指定
地域

急傾斜 緩傾斜
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域

急傾斜 緩傾斜
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図2-2　各市町の協定面積（傾斜別）
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表２－２　令和３年度における傾斜別の協定面積
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注１）滋賀県計の上段の（　）は令和２年度の数値。不整合は各項の四捨五入によるもの。
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３．交付金額・使途状況

（１）交付金額

（２）交付金の使途

・

・

※３

表３－１　交付金額の使途

図3-1　各市町における交付金の配分割合

個人配分…農地の地形等の農業生産条件の不利を補正する支援を行うため、個人による農業生
産活動に係る支出に対し補填する経費。
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64

総交付額は336,551千円で、協定面積の増加により前年度から28,779千円の増額となりました。

交付金のうち、約63％が共同取組活動（農道・水路管理費や農地管理費、鳥獣被害防止
対策費等）に充てられ、約37％が個人に配分（※3）されました。

0
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注１）滋賀県計の上段の（　）は令和２年度の数値。不整合は各項の四捨五入によるもの。

「道・水路管理費」に約19％、「鳥獣被害防止対策費」に約10％、「共同取組機械購入等
費」に14％が充てられました。
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表３－２　共同取組活動費の使途内訳 単位：千円

大津市 109,726 57,425 52,301 3,522 467 16,047 4,941 6,873 17,759 971 4,300 - - 522 - 2,966 49,448

栗東市 3,216 2,556 660 259 - 189 1,128 214 464 - - - - - 100 43 819

甲賀市 38,197 38,197 - 2,638 738 12,239 1,632 6,158 - 7,857 217 6,087 300 - - - 330

東近江市 23,381 17,538 5,843 510 25 7,437 1,796 1,743 1,063 84 - - - - - 228 10,497

日野町 6,390 6,390 - 216 38 366 826 471 897 - 25 - - - - 202 3,349

愛荘町 5,461 5,461 - 140 - - - 4,851 - - 469 - - - - - -

多賀町 4,869 4,269 600 435 - 1,751 597 228 71 550 - - - - - 53 1,200

米原市 36,909 22,588 14,321 717 9 67 2,652 1,208 15,705 1,888 - - - - 240 326 14,098

長浜市 21,028 20,661 367 1,176 - 2,981 4,540 1,480 1,369 - - - - 41 - 894 8,546

高島市 41,990 36,939 5,051 1,940 39 13,016 3,368 5,265 3,941 - 348 - - 100 33 616 13,322

(236,745) (195,659) (88,958) (9,986) (3,870) (54,362) (20,100) (23,912) (14,319) (7,178) (5,756) - - - (393) (11,818) (85,052)

291,167 212,025 79,142 11,554 1,317 54,093 21,480 28,491 41,268 11,350 5,360 6,087 300 663 373 5,328 101,608

(4%) (2%) (23%) (8%) (10%) (6%) (3%) (2%) 0% 0% 0% 0% (5%) (36%)

4% 0% 19% 7% 10% 14% 4% 2% 2% 0% 0% 0% 2% 35%

滋賀県計1)

前年度
末積立
等総額
6)

役員報
酬

研修会
等費

　注１）滋賀県計、共同活動費に占める割合の上段の（　）は令和２年度の数値。不整合は各項の四捨五入によるもの。
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図3-2　共同取組活動費の使途内訳
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４．集落協定における体制整備に向けた取組状況

・

※４

５．個別協定の取組状況

湖南市と高島市の２地域で個別協定（３協定）に取り組まれました。

表５　個別協定の取組状況

体制整備のための前向きな活動とは、中山間地域等において集落や農業の維持を図るため、協定参加者
が地域の将来や地域の農地を引き継いでいくか話し合いを行うことです。そのためには集落戦略を作成する
必要があり、以下のことについて記載します。

注）個別協定の場合、協定農用地に自作地を含めると、農業生産活動を５年以上継続する以外
に、多面的な機能を発揮させる取組等が必要となる。

○協定農用地の将来像
○協定農用地の将来像を踏まえた集落の現状
○集落の現状を踏まえた対策の方向性

○具体的な対策に向けた検討
○今後の対策の具体的内容及びスケジュール
○農業生産活動の継続のための支援体制

集落協定173協定のうち、163協定（94％）で体制整備のための前向きな活動（※４）に取り組まれ
ました。

認定農業者（高島市）

基礎単価

1.4

・農業生産活動を5年以
上継続
・耕作放棄地の防止活動
（賃借権設定・農地の法
面管理）
・水路、農道等の管理
・周辺林地の下草刈り

協定締結者

交付単価

取組

協定締結面積(ha)

認定農業者（高島市）

基礎単価

10.3

・農業生産活動を５年間
以上継続

・農業生産活動を５年間
以上継続
・耕作放棄の防止活動
（賃借権設定・農作業の
委託等）
・水路、農道等の管理
・周辺林地の下草刈り

農業生産法人（湖南市）

体制整備単価

6.5
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６．加算措置の取組状況

表６　加算措置の取組状況

※５

※６

７．集落戦略の作成状況

・

表７　集落戦略の作成状況

日野町 8

計 162 143 19

12 0 12

愛荘町

多賀町

米原市

長浜市

高島市

4 4 0

4 4 0

9 9 0

24 24 0

29 29 0

08

6

0

生産性向上加算

集落機能強化加算

うち、農業生産活動等の継続のための取組※6

うち、主導的な役割を担う人材の確保※5

集落協定広域化加算

超急傾斜農地保全管理加算

協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保する取組の場合、単年度のみの交付となる。

※５に係る人材を確保したうえで、広域化により実現する農業生産活動の継続のための取組を行う場合
は、複数年の交付を受けることができる。

10

5

4

20

甲賀市、米原市

131 3,941 甲賀市、米原市

集落協定(体制整備単価)162協定のうち、令和３年度に集落戦略を作成したのは19協定
（12％）でした。

市町 集落協定数
集落戦略
作成中

集落戦略
作成済み

東近江市

6

46

1

234 6,405 大津市、甲賀市、米原市、長浜市

8,533 大津市、栗東市、高島市4

大津市

栗東市

甲賀市

19

0

46

58 3,124 大津市、甲賀市、米原市

131 3,941 甲賀市、米原市

131 3,941

面積(ha) 加算額（千円） 該当市町

85

121 2,834 大津市、甲賀市、愛荘町、米原市

8

4

4

棚田地域振興活動加算

加算措置の内容 協定数

8


